
一
頁

卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
合
理
化
」
の
下
に
「
並
び
に
物
品
の
品
質
管
理
の
高
度
化
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六

項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
第
一
号
の
目
標
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
生
鮮
食
料
品
等
の
流
通
の
広
域
化
及
び
情
報
化
の
進
展
状
況
を
考
慮
し

た
卸
売
市
場
の
再
編
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
そ
の
取
扱
品
目
の
適
正
化
又
は
そ
の
施
設
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中

央
卸
売
市
場
の
名
称
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
取
得
」
を
「
、
取
得
又
は
管
理

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

そ
の
取
扱
品
目
の
適
正
化
若
し
く
は
そ
の
施
設
の
改
善
を
図
る
こ
と
又
は
そ
の
運
営
の
広
域
化
若
し
く
は
地
方
卸
売
市

場
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
央
卸
売
市
場
の
名
称

第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
合
理
化
」
の
下
に
「
並
び
に
物
品
の
品
質
管
理
の
高
度
化
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
第
四
号
中
「
方
法
」
の
下
に
「
（
委
託
手
数
料
に
関
す
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も



二
頁

の
）
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七

号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

五

卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理
の
方
法

第
十
条
第
三
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
（
中
央
卸
売
市
場
整
備

計
画
で
定
め
ら
れ
た
運
営
の
広
域
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
地
方
卸
売
市
場
へ
の
転
換
）

第
十
三
条
の
五

中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
た
地
方
卸
売
市
場
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
又
は
当
該
開
設
者
か
ら
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
施
設
に
係
る
権
原
を
取
得
し
、
地
方
卸
売
市
場

を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
中
央



三
頁

卸
売
市
場
を
地
方
卸
売
市
場
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
五
十
五
条
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
転
換
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
第
八
条
の
認
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

４

第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
地
方
卸
売
市
場
へ
の
転
換
の
効
果
）

第
十
三
条
の
六

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
転
換
後
の
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
業
務
規
程
で
定
め
ら
れ
た
取
扱
品
目
に
係
る

取
扱
品
目
の
部
類
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
転
換
前
の
中
央
卸
売
市
場
の
卸
売
業
者
に
つ
い
て
の
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に

係
る
取
扱
品
目
の
部
類
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
当
該
卸
売
業
者
は
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の

業
務
に
係
る
市
場
及
び
取
扱
品
目
の
部
類
と
同
一
の
市
場
及
び
取
扱
品
目
の
部
類
に
つ
い
て
卸
売
の
業
務
を
行
う
者
と
し
て

第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
頁

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
四
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
る
。

第
三
十
五
条
を
削
り
、
第
三
十
四
条
の
二
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条

削
除

第
三
十
九
条
第
二
号
中
「
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
取
引
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
取
引
方
法
に
よ
り
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
を
す
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条

削
除

第
四
十
四
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
係
る
開
設
区
域
内
に
お
い
て
は
」
を
「
お
け
る
業
務
に
つ
い
て
は
」
に
改

め
る
。

第
四
十
七
条
を
削
る
。

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
ま
で
に
、
」
の
下
に
「
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
」
を
、
「
卸
売
予
定
数
量
」



五
頁

の
下
に
「
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
売
買
取
引
の
方
法
」
を
「
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
区
分
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。

第
五
十
一
条
第
三
項
中
「
当
該
卸
売
業
者
の
業
務
若
し
く
は
」
を
「
当
該
卸
売
業
者
の
業
務
又
は
」
に
、
「
命
じ
、
又
は
当

該
卸
売
業
者
が
支
配
関
係
を
持
つ
て
い
る
法
人
の
業
務
若
し
く
は
会
計
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
勧
告
す
る

」
を
「
命
ず
る
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

開
設
者
は
、
仲
卸
業
者
の
財
産
の
状
況
が
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
仲
卸
し
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す

る
た
め
財
産
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
と
し
て
業
務
規
程
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、

当
該
仲
卸
業
者
に
対
し
、
当
該
仲
卸
業
者
の
財
産
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
七
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
処
分
」
の
下
に
「
（
開
設
者
に
対
す
る
処
分
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
卸
売
の
業
務
」
の
下
に
「
若
し
く
は
仲
卸
し
の
業
務
」
を
加
え
、
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を

「
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
目
標
及
び
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
第
十
三
条
の
五
第
一
項
又



六
頁

は
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
付
さ
れ
た
」
の
下
に
「
第
十
三
条
の
五
第
一
項
、
」
を
加
え
る
。

第
七
十
九
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
三
条
又
は
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
卸
売
市
場
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
て
い
る
卸
売
市
場
の
整
備
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す

る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
改
正
後
の
卸
売
市
場
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
日
）
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
卸
売
市
場
の
整
備
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
と
み
な
す
。

（
中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）



七
頁

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
の
整
備
を
図
る

た
め
の
計
画
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
新
法
第
五
条
第
一
項
又
は

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
日
）
ま
で
の
間
は
、

新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
中
央
卸
売
市
場
の
整
備
を
図
る
た
め
の
計
画
と
み
な
す
。

（
都
道
府
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
卸
売
市
場

の
整
備
を
図
る
た
め
の
計
画
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
新
法

第
六
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た

日
）
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
に
お
け
る
卸
売
市
場
の
整
備
を
図
る
た
め

の
計
画
と
み
な
す
。

（
中
央
卸
売
市
場
の
業
務
規
程
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
旧
法
第
八
条
の
認
可
を
受
け
て
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
（
次

項
に
お
い
て
「
既
設
中
央
卸
売
市
場
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
な



八
頁

る
業
務
規
程
の
変
更
に
つ
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
新
法
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

既
設
中
央
卸
売
市
場
の
業
務
規
程
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
前

項
の
申
請
に
係
る
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
の
処
分
が
あ
っ
た
既
設
中
央
卸
売
市
場
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
の
認
可
に
係
る

業
務
規
程
の
効
力
が
発
生
す
る
日
、
そ
の
日
ま
で
に
同
項
の
申
請
に
係
る
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
の
拒

否
の
処
分
が
な
か
っ
た
既
設
中
央
卸
売
市
場
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
の
拒
否
の
処
分
が
あ
っ
た
日

（
当
該
変
更
の
認
可
の
処
分
が
あ
っ
た
日
後
に
当
該
変
更
の
認
可
に
係
る
業
務
規
程
の
効
力
が
発
生
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
日
）
）
ま
で
は
、
新
法
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
業
務
規
程
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
業
務
規
程
と
同
章
の
規
定
が
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
抵
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
章
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）



九
頁

第
七
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。




